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１【提出理由】

日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の運用に関する基本方針が以下のとおり変更さ

れますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同

条第２項第３号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）変更の理由

2018年５月24日開催の本投資法人が資産の運用を委託する株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメン

ト（以下「本資産運用会社」といいます。）の取締役会において、本投資法人が投資環境等の変化に対して、安定的な

収益の維持・拡大を目指すとともに、中長期的に優良なポートフォリオ構築を通じて投資主価値の最大化を図ることを

目的として、本投資法人の運用の方針等について定めた本資産運用会社の運用ガイドラインの変更について決議が行わ

れたことに伴い、本投資法人の運用に関する基本方針が2018年７月１日付で変更されるものです。

 

（2）変更の内容についての概要

2018年３月26日付で提出した有価証券報告書（以下「直近有価証券報告書」といいます。）の「第一部 ファンド情

報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （１）投資方針」の一部を以下のとおり変更します。なお、特に断らない

限り、直近有価証券報告書で定義された用語は、本書においても同一の意味を有するものとします。

    の部分は変更箇所を示します。

 

第一部 ファンド情報

 第１ ファンドの状況

２ 投資方針

  （１）投資方針

   b.投資態度

   （イ）ポートフォリオ運用基準

    ④ テナント

個別のテナントからの賃料収入合計（複数物件に入居している場合はその総額）の全賃料収入に占める比

率は、原則として10％未満とします （「賃料収入」には、共益費、駐車料、倉庫使用料等を含みますが、

時間外空調費用などの付加使用料等は含みません。）。また、テナントとの契約がパス・スルー型のマスタ

ーリースである場合は、上記に定める個別のテナントはエンドテナント（転借人）で判定するものとします

が、マスターリーステナントのリスク管理にも留意します。ただし、テナント入替の可能性及びテナントの

信用力等を総合的に勘案して、上記数値を超過する場合もありうるものとします。 

 

    ⑨ 売却方針 

ⅱ)  売却に際しては、市場環境等を勘案し、主に以下の観点から検討を行うものとします。 

・ 各決算期に行う資産評価の結果 

・ 今後の市況見通し 

・ 周辺の開発予測 

・ 将来にわたる収益見通し 

・ 今後の投資額予測（修繕費・資本的支出） 

・ 今後の資産価値の増減見通し 

・ ポートフォリオ全体での検討（地域・テナント・用途等の分散の観点及び分配金に与える影響等の観

点からの検討） 

 

   （ロ）投資基準 

    ② 規模 

ⅰ) オフィス 

延床面積約3,300㎡（約1,000坪）以上の建物を中心としますが、物件毎に個別の立地特性、テナント

業態、設備仕様等を総合的に考慮の上、投資判断を行うものとし、上記面積を下回る物件についても投

資することができます。 
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   （ニ）財務方針 

    ① 資金運用方針 

ⅰ) 敷金・保証金 

テナントから預かった敷金・保証金は、原則として全額銀行普通預金口座内又は定期預金口座内に積

み立てますが、ヒストリカルデータの蓄積や、コミットメントラインの導入等の手当てを前提として、

安全性を確保しつつ資金の効率的運用を目指し積立額を減額することもできます。 

ⅱ) 現預金 

無利息の普通預金口座（預金保険制度により全額保護の対象となる普通預金）又は格付機関の信用格

付けなどを勘案して信用力の高い金融機関の預金口座に預け入れます。ただし、金融機関からの融資実

行に関連して実行時又は利払時に使用するために開設する普通預金口座はこれに含まれないものとしま

す。 

なお、余裕資金については原則として以下の目的で支出を行い、残金については上記と同様の運用を

行うものとします。 

・ 物件の取得・資本的支出 

・ 有利子負債の返済 

・ 分配金の支払 

・ 自己投資口の取得 

ⅲ) デリバティブ取引 

デリバティブ取引に係る権利は、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクを

ヘッジすることを目的とした運用に限るものとします（規約 別紙１「資産運用の対象及び方針 ３．

投資態度 (8)」）。 

 

    ③ 借入れ及び投資法人債発行 

ⅱ) ＬＴＶ（Loan to Value） 

ＬＴＶとは以下の式により算出された比率をいい、本投資法人の資産総額に対する負債の割合を表し

ます。 

（借入金＋投資法人債）÷資産総額（注） 

（注）投資法人債には短期投資法人債を含みます。 

資産総額とは、ＬＴＶ計算時点における直近の決算期末貸借対照表における資産の部の金額と

します。 

ＬＴＶは55％までの運用を原則としますが、資産の取得等に伴い、一時的に上記数値を超えることが

あります。 

（後略） 

 

（3）変更の年月日 

2018年７月１日 
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